
令和５年４月１日現在

自治体名 事業名
総事業費

（うち交付金所要額）
補助率 事業概要

2,353 万円
(1,514 万円)

24 万円
(12 万円)

285 万円
(142 万円)

518 万円
(388 万円)

793 万円
(400 万円)

45 万円
(22 万円)

287 万円
(191 万円)

58 万円
(29 万円)

41 万円
(20 万円)

4,404 万円
(2,718 万円)

摂津市
地域子育て支援拠点・妊娠届受付
時における父親支援事業

 1/2

毎月第2土曜日を「パパの日」とし、地域子育て支援センター
において、父親向け親子教室「パパっこクラブ」や父親向け子
育て講座を開催するほか、母子手帳交付時に父親に向け
て、父親になるとき、または父親になったばかりのときに大切
な情報等を掲載した「パパカード」を交付するもの。

計

パパ＆ママクラス  1/2
助産師を講師として、妊婦とそのパートナーが産後のこころと
からだについて理解し、赤ちゃんのいる生活を一緒に考える
契機となる講座（12回）を開催するもの。

寝屋川市 子育て支援アプリ運用事業  1/2

母子健康手帳の機能をはじめ、地域の子育てに関する情報
を必要とする対象者に対し、プッシュ型の情報配信を行うほ
か、専門職への個別相談にもつながる子育て支援アプリを導
入するもの。

泉佐野市 出会いの機会創出事業  2/3

市内の観光スポットを巡る結婚イベントへの参加を前提に、
オンラインによるマッチングを行うほか、市に関わりのある企
業の結婚を希望する従業員を対象とした結婚セミナーを開催
するもの。

茨木市

大阪市 もうすぐパパママ応援事業  1/2

全初産世帯に対して、妊娠中期時点で、助産師等の専門職
が電話等によるアウトリーチを行い、母親の育児不安や当該
世帯の課題を早期に把握し、適時適切な助言や必要に応じ
専門機関につなぐ等の支援を行うほか、父親が主体的に家
事・育児に取り組めるよう区が開催する「ぱぱ講座」への参加
を勧奨するもの。

豊中市

【重点メニュー】
ライフデザイン支援事業

 3/4

中高生を対象に、働くこと、結婚、妊娠・出産、育児等に係る
必要な知識や情報を総合的に学び、将来について主体的に
考える機会を提供するライフデザイン支援出前講座を実施す
るほか、ライフデザインを考える機会を提供する啓発冊子を
作成するもの。

【重点メニュー】
みんなが子育て応援団
（子育て世帯外出支援事業）

 2/3

子育て家庭に配慮している市有施設、店舗等の登録制度「と
よなか子育て応援団」の周知を図るため、SNSを活用した情
報発信を行うほか、多様な子連れ世帯が外出しやすい環境
を整備するために、男女ともに利用しやすい授乳、おむつ交
換を行うベビーケアルームやおむつ自動密閉式ボックスを設
置するもの。

地域少子化対策重点推進交付金　活用状況【大阪府】

１．地域少子化対策重点推進事業

大阪府

【重点メニュー】
広域連携・官民協働による子育て
応援事業

 2/3

企業協賛により、子育て世帯や結婚を予定しているカップル
に対して割引・特典等を実施している複数のサービスのホー
ムページを統合の上、再構築し、結婚、妊娠・出産、子育てに
関する各種情報を整備するほか、事業の認知度向上や協賛
店・会員の増加を図るためメディア・SNS等を通じた広報を実
施するもの。

ライフデザインセミナー  1/2

若者が結婚、妊娠・出産、子育て、学業、キャリア形成などに
おける希望の実現やライフイベントに積極的にチャレンジでき
るよう、人生設計に資する必要な知識や考える機会を提供す
ることを目的に、多様かつ複数のロールモデルを提示したラ
イフデザインセミナーを開催するもの。



○一般コース

自治体名 事業名
総事業費

（交付金所要額）
補助率 事業概要

12,720 万円
(6,000 万円)

1,800 万円
(900 万円)

1,950 万円
(975 万円)

1,500 万円
(750 万円)

360 万円
(180 万円)

2,000 万円
(100 万円)

180 万円
(90 万円)

210 万円
(105 万円)

20,720 万円
(9,100 万円)

※１万円未満は切り捨て

太子町 太子町結婚新生活支援事業  1/2

計

交野市
交野市住宅取得支援事業補助事

業
 1/2

岬町 岬町結婚新生活支援事業  1/2

 1/2

松原市結婚新生活応援事業  1/2

和泉市 和泉市結婚新生活支援事業  1/2

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結
婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自
治体による支援額の一部を補助するもの。

≪国の交付要件≫
・夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得500万円未満の
新規に婚姻した世帯(自治体独自要件を設けることも可能)

・補助上限額
夫婦ともに29歳以下：１世帯当たり60万円（国交付金額30万
円）
上記以外：１世帯当たり30万円（国交付金額15万円）

泉佐野市 泉佐野市結婚新生活支援事業  1/2

松原市

藤井寺市 藤井寺市結婚新生活支援事業  1/2

2．結婚新生活支援事業

枚方市 枚方市結婚等新生活支援事業


